
委員長 長谷川 俊明 （長谷川俊明法律事務所　弁護士）

委 員 轟 朝 幸 （日本大学理工学部教授）

委 員 酒 井 正 子 （帝京大学経済学部教授）
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開催日及び場所
平成２６年１月２２日（水）　中央合同庁舎第３号館
国土交通省航空局　Ｃ会議室

委 員

各 委 員 か ら の
意 見 、 質 問 等

別紙「議事要旨」のとおり

各委員の意見を踏
まえた変更事項

特になし

審 議 事 項

・本省航空局工事調達における総合評価落札方式の実施方針（案）
　選定フロー（案）
　評価基準・配点（案）
　その他（案）（工事）

・航空交通管制機器部品補給管理等業務請負（平成26年度市場化テスト）
　技術提案の評価等



【議事要旨】各委員からの意見、質問等

○本省航空局工事における総合評価落札方式の実施方針（案）

　・選定フロー（案）

特段の意見なし。

　・評価基準・配点（案）

（質問）

（回答）

　・その他（案）（工事）

（質問）

（回答）

○航空交通管制機器部品補給管理等業務請負（平成26年度市場化テスト）

　・技術提案の評価等

（質問）

（回答）

績」を求めている。

技術者については何か資格を求めているのか。

入札参加の条件に、「電子部品・精密機器の製造、保守又は在庫管理の実

優良工事技術者表彰は地方航空局と他の国土交通省機関の両方があっても両

は加算されないのか。

両方の実績がある場合は、より高い評価点となる地方航空局の実績を評価

するため、両方は加算されない。（資格のように）累積加算するものは「評

価項目」欄に「累積加算とする。」と記載している。

管制機器部品補給管理業務は専門性が高いように感じるが、配置されている

電気通信工事業の施行能力評価型の評価基準・配点しかないが、他の技術提

案評価型等の評価基準・配点はガイドラインによるということか。

今回は今後航空局で発注を予定している案件（電気通信工事業の施行能力

評価型のみ）について評価基準・配点を作成したもの。ガイドラインには具

体的な評価基準・配点は規定されておらず、今後他のタイプで実施する必要

がある場合は、その都度作成する。


